
  

 ☆自転車違反　青切符導入☆　 
　　青切符の対象となる違反行為の例 
　   ①重大な事故につながる恐れが高い違反 
       ・携帯電話使用等
       ・遮断踏切立入り
    ②実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき 
       ・信号機を無視して他の車両に急ブレーキをかけさせた

 　　　・違反を同時に２つ以上行っている（傘を差しながら信号無視）など
    ③警察官から指導警告されているにもかかわらず違反を行った時 
 
   
　  交通反則通告制度  とは・・・   
「反則行為」をした１６歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符（反則行為となるべき事
実の要旨等が記載された書面）が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受け
た者が反則金を納付したときは、刑事手続へは移行せず、起訴されない（いわゆる「前科」も

 つかない）
 制度をいいます。

　　　　　　　　　　～連休中の子供の安全確保！～ 

　          　　　　　　　　　いかのおすし 

 　５月になるとみんな大好きゴールデンウィークがあります

 　　しかし、ゴールデンウィーク中子供たちだけにしていませんか？
 　　　　近くにいるから大丈夫でしょ！

 　　　　いつも遊んでいるから今日も大丈夫でしょ！
 　なんて考えていませんか？

 　　
 　いつ、どんな時にどんな危険が迫っているかわかりません。

 　
 　私たち警察官も、いつ、どこで、何が起こるかわかりません！！

　　　 

  　　　栃木県警察防犯アプリ 

　　　 
　　　　　　とちぎポリス       　　　 

 　　

　　　　には、 
　　　 

　　　　　防犯ブザー機能　 

　　 

　　　　　　　がついています！！
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